
（平成２１年６月１０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認富山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



富山厚生年金 事案 171 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 44年 10月３日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 2,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年８月 20日から同年 10月３日まで 
 

昭和 42年４月にＢ社（現在は、Ｃ社）に入社し、44年８月にＡ社からＤ

社に異動した。 

同一企業グループ間の異動であって、現在もＥ社に勤務しており、申立

期間についても間違いなく勤務していたので、厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｅ社の従業員名簿、Ｆ企業年金基金及びＧ健康保険組合の記録により、申立

人がＡ社及びＤ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、Ｂ社では、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所となるまでの間（同社の

新規適用年月日は昭和 44 年 10 月３日）、申立人をＡ社において厚生年金保険

に加入させる取扱いとしていた状況がうかがえることから、Ａ社における資格

喪失日に係る記録を 44年 10月３日に訂正することが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44 年７月の社会保険事務

所の記録及びＧ健康保険組合の記録から、２万 2,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、社会保険事務所

の記録におけるＡ社の資格喪失日が雇用保険の記録における離職日と同日と

なっており、公共職業安定所及び社会保険事務所の双方が資格喪失日及び離職

日を誤って同日と記録したとは考え難いことから、事業主が昭和 44年８月 20

日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年８

月及び９月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した

場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立人に係る申立期間の保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



富山国民年金 事案 97 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年９月から 40 年６月までの期間及び 41 年３月から 49

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年９月から 40 年６月まで 

② 昭和 41 年３月から 49 年３月まで 
 

申立期間①について、昭和 39 年８月に会社を辞めてから次の会社に就

職するまでの間、母親が国民年金の加入手続をし、町内の集金人である

親類のＡ氏に保険料を納付していた。 

申立期間②について、昭和 41 年２月に会社を辞めてからも同様に、母

親が国民年金の加入手続をし、町内の集金人である親類のＡ氏に国民年

金保険料を納付していた。妻が 20 歳になった 43 年 12 月からは、自分が

妻の加入手続を行い、夫婦二人分を同氏に納めてきた。 

町内の集金人であるＡ氏に国民年金手帳を預かってもらい、国民年金

保険料を納付したにもかかわらず、申立期間①及び②の期間について未

納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①について、その母親が国民年金の加入手続を行い、

町内の集金人である親類（Ａ氏）に保険料を納付していたと主張し、また

申立期間②について、申立人の母親が加入手続を行い、昭和 43 年 11 月ま

では母親が、同年 12 月以降は自分が妻の分と合わせて、町内の集金人であ

るＡ氏に保険料を納付したと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号

番号は、49 年 10 月ごろに、その妻と連番で払い出されたと推察され、こ

の時点では、申立期間①の全期間及び申立期間②のうち少なくとも 41 年３

月から 47 年３月までの保険料は特例納付又は過年度納付の対象となるた

め、町内会等の納付組織を通じて納付することはできない。 

また、申立人は、申立期間①及び②において、町内の集金人であるＡ氏



に国民年金保険料を納付していたとしているが、Ｂ市役所の回答及び同市

から提出された資料により、Ａ氏が集金人に就任したのは昭和 48 年４月１

日と推察されることから、申立期間①の全期間及び申立期間②のうち 41

年３月から 48 年３月までの期間については、同氏を通じて国民年金保険料

を納付することはできなかったと推認される。 

さらに、申立人は、国民年金加入手続及び昭和 43 年 11 月までの保険料

の納付には直接関与しておらず、これを行ったとする申立人の母親が、町

内会集金以外の方法で申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

加えて、申立人に対し、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらないほか、申立期間①及び②において、

申立人が国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



富山国民年金 事案 98 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年４月から 47年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：   

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年４月から 47 年１月まで 

昭和 44 年４月ごろ、町内の方から勧められ、自宅で国民年金の加入手

続を行い、毎月、国民年金保険料として 400 円ずつ町内の集金人に渡し

ていたにもかかわらず、社会保険庁の記録上、未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は自身の国民年金への加入手続について、自宅で行ったとするだ

けで具体的な状況を説明できない上、昭和 44 年度及び 45 年度の印紙検認

欄のある国民年金手帳を見た記憶も無く、現在申立人が保管する国民年金

手帳についても、昭和 46 年４月から 47 年１月までの期間に係る印紙検認

欄には斜線が引かれているだけで検認印等保険料の領収を表す印が押され

ていないなど、申立人が申立期間において国民年金に加入し国民年金保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、その夫と連番で、昭和 47 年２

月ごろに払い出されていると推察される上、社会保険庁の記録のほかＡ市

の被保険者名簿及び申立人が保管する国民年金手帳においても、国民年金

被保険者資格の取得日が同年２月１日となっていることから、申立人は当

該時期に国民年金の加入手続を行ったと考えられる上、初めて国民年金保

険料を納付した時期が同年３月１日であることが確認できる。 

さらに、申立期間のうち昭和 44 年４月から 46 年８月までの期間につい

ては任意加入対象期間であることから、申立人は、制度上、加入手続を行

った時からさかのぼって国民年金の被保険者にはなり得ず、国民年金保険

料をさかのぼって納付することはできない。 



加えて、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらないほか、申立期間において申立人が

居住していたＡ市保有の国民年金被保険者名簿でも、申立期間に係る申立

人の記録は確認できない。その上、申立人が国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



富山国民年金 事案 99 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年 12月から 49年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年 12 月から 49 年３月まで 
 

昭和 43 年５月に結婚し、同年 12 月に 20 歳になった時に、夫が国民年

金の加入手続をして、夫が町内の集金人である親類のＡ氏に国民年金保

険料を納付していた。 

Ａ氏に国民年金手帳を預ってもらい、国民年金保険料を納付したにも

かかわらず、申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43 年 12 月に、その夫が国民年金の加入手続を行い、町

内の集金人である親類（Ａ氏）に保険料を納付したと主張しているが、申

立人の国民年金手帳記号番号は、49 年 10 月ごろに、その夫と連番で払い

出されたと推察され、この時点では、申立期間のうち少なくとも 43 年 12

月から 47 年３月までの保険料は特例納付又は過年度納付の対象となるた

め、町内会等の納付組織を通じて納付することができない。 

また、申立人は、申立期間において、町内の集金人であるＡ氏に国民年

金保険料を納付していたとしているが、Ｂ市役所の回答及び同市から提出

された資料により、Ａ氏が集金人に就任したのは昭和 48 年４月１日と推察

されることから、申立期間のうち 43 年 12 月から 48 年３月までの期間につ

いては、同氏を通じて国民年金保険料を納めることができなかったと推認

される。 

さらに、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付には直接関与し

ておらず、これを行ったとする申立人の夫が、町内会集金以外の方法で申

立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当たらない。 

加えて、申立人に対し、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらないほか、申立期間において、国民年



金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



富山厚生年金 事案 172 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年４月 20 日から同年７月８日まで 
 

昭和 29 年３月にＡ社に入社し、３か月の見習期間を経て本採用となり、

31 年 10 月まで勤務したのに、申立期間の厚生年金保険加入記録が欠落

している。 

申立期間についてもＡ社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてもＡ社に継続して勤務し、途中で退職した

記憶は無いと主張しているが、同社は廃業している上、同社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿から連絡先の判明した同僚（４人）に照会し

ても、申立人の勤務実態や保険料控除の状況について確認できる関連資料

や証言等を得ることができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、

「証返」の印が押されており、昭和 30 年４月 20 日の資格喪失に当たり、

申立人から健康保険証の返還があったことがうかがえる。 

さらに、申立人に係る戸籍の附票では、申立人は昭和 30 年４月８日に

住所をＢ市からＣ県に移転し、同年５月 23 日に再び住所をＢ市に移転さ

せていることから、申立期間において、Ａ社に継続して勤務していなかっ

た時期がある状況がうかがえる。 

加えて、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを確認できる給与明細書や賃金台帳等の資料も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判



断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



富山厚生年金 事案 173 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年６月１日から 42 年５月 27 日まで 
 

昭和 38 年６月から 42 年５月までの期間において、Ａ社Ｂ支店（その

後、Ｃ社Ｄ支店、Ｅ社Ｆ支店へ商号変更）で、正社員として勤務してい

たにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者となっていないことに納得

できない。 

なお、昭和 38 年から 41 年までの期間においては、２トン又は４トン

のトラックで県内の卸問屋から問屋へ荷物を配送していた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＧ社（当時は、Ａ社、Ｃ社又はＥ社）から提出され

た人事記録等により、申立人が、同社Ｈ支店で、昭和 38 年７月 19 日から

同年９月 11 日までの期間においては日雇労働者として、38 年９月 12 日か

ら同年 11 月 30 日までの期間においては臨時雇用員として、38 年 12 月１

日から 41 年４月 20 日までの期間においては本雇用（正社員）として、継

続して勤務していたことは確認できる。 

しかし、申立人は、申立期間において、Ｇ社から厚生年金保険被保険者

証を交付されたこと、及び同社へ厚生年金保険被保険者証を提出したこと

を明確には記憶していない。 

また、申立人の元同僚は、「Ｇ社Ｈ支店では、厚生年金保険の被保険者資

格を取得していない従業員の給与からは厚生年金保険料を控除していなか

った。また、当時は本雇用の人でも、人数は多くないものの、本人からの

申出により厚生年金保険の被保険者になっていない人もいた。」と証言して

いるほか、申立人自身も、申立期間における給与から厚生年金保険料が控



除されていたことを明確には記憶していないなど、申立内容を裏付ける周

辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを確認できる給与明細書、賃金台帳等の資料も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



富山厚生年金 事案 174 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年４月から 36 年８月まで 
 

昭和 35 年４月に、親戚の紹介でＡ社へ住み込みで入社し、36 年８月

まで働いた。同社は食材等の卸売販売、学校給食の食材販売をしていた。

自分は、車の運転ができない店主の長男と一緒に、車を運転して、給食

の食材の注文を受けに学校に行っていた。 

店主の長男や当時の同僚が厚生年金保険に加入しているのに、自分が

加入していないのは納得いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人がＡ社で同僚であったとしている者の「申立人が勤務していた記

憶はある。」との証言及びその同僚の厚生年金保険加入記録により、申立人

はＡ社に勤務していたと推認されるが、同社は昭和 53 年に廃業しており、

申立人が同社で勤務していたことを確認できる賃金台帳や人事記録等も無

い上、申立人が同社を退職後に勤務した事業所に照会しても、申立人が同

社で勤務していたことを確認できる履歴書等の資料を保管していないこと

から、申立人が同社で勤務していた時期を特定することができない。 

また、申立人は、当委員会からの照会に対し、申立期間において身分は

正社員であったものの、当時、給与をきちんと受け取った記憶が無いと回

答しているが、Ａ社の元同僚に照会しても、当時、正社員について給与の

遅配や減配があったとの証言は得られないことから、申立人は他の従業員

とは異なる取扱いをされていた可能性がある。 

さらに、元同僚の証言及び年金加入記録により、当時、Ａ社では、入社

後の一定期間、被保険者資格を取得させない取扱いを行っていたと推認さ



れるほか、申立人が同僚であったとしている者の一人は「勤務していた期

間(約１年)の一部(２か月)しか被保険者資格を取得していない。」と証言し

ている。 

加えて、申立人は、申立期間当時、Ａ社から厚生年金保険の被保険者証

及び健康保険証を交付されたこと、給与から厚生年金保険料が控除されて

いたことを明確には記憶しておらず、申立人が厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを確認できる給与明細書、賃金台帳等の

資料も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。  



富山厚生年金 事案 175 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年２月 13 日から 49 年４月１日まで 
 

昭和 48 年２月から平成９年６月までＡ社に勤務したのに、社会保険庁

の記録では、昭和 49 年４月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し

たこととなっている。 

申立期間についても間違いなくＡ社に勤務していたので、厚生年金保

険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管している「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び

標準報酬決定通知書」により、同社が申立人の資格取得日を昭和 49 年４

月１日として届けたことが確認できる。 

また、雇用保険の記録でも、申立人は昭和 49 年４月１日から被保険者

資格を取得しており、申立期間については雇用保険にも加入していない。 

さらに、Ａ社では、申立期間当時は試用期間があり、試用期間を経過し

た後に厚生年金保険に加入させる取扱いであったとしている。 

加えて、申立人は昭和 46 年１月から 49 年３月まで国民年金に任意加入

し、申立期間についても国民年金保険料を納付している。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



富山厚生年金 事案 176 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年 10 月 20 日から 33 年４月１日まで 
 

ねんきん特別便等で年金記録を確認したところ、昭和 31 年 10 月 20

日から 33 年４月１日までの期間について、厚生年金保険の被保険者とは

なっていなかった。 

昭和 32 年にＡ金融機関（現在は、Ｂ金融機関）へ提出した住宅購入資

金借入申込書の添付書類（Ｃ事業所作成の給与明細書等）により、同事

業所で 26 年１月から継続して勤務していたこと、並びに 31 年及び 32

年に支払われた給与から社会保険料が控除されていたことが確認できる

ので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与証明書及び昭和 31 年分源泉徴収票には、申立

人が昭和 26 年１月 20 日からＣ事業所に勤務していたこと、31 年の年収が

12 か月で 24 万円であること、及び申立人の給与から社会保険料として 12

か月で１万 2,000 円が控除されていることが記載されている。 

しかし、社会保険庁の記録によると、申立人は、昭和 23 年４月１日から

31 年 10 月 20 日まで、Ｄ事業所で厚生年金保険の被保険者記録が確認でき

る上、31 年 10 月には標準報酬月額の定時決定の記録が確認できること、

両事業所の所在地（Ｄ事業所はＥ郡Ｆ町、Ｃ事業所はＧ市）の距離及び交

通手段等を考慮すると、申立人が両事業所で同時期に勤務していたとは考

え難く、申立人自身も両事業所に同時には勤めていないとしていることか

ら、申立人がＣ事業所に就職した時期は、31 年 10 月 20 日以降であると推



認されるところ、申立人から提出された給与証明書及び昭和 31 年分源泉徴

収票の内容の信憑性を裏付ける周辺事情は見当たらない。 

また、申立人は、Ｃ事業所に就職後２年程度は見習社員で、その後正社

員になったとしている上、昭和 33 年６月に右手に怪我をした時点で、同年

４月にさかのぼって健康保険及び厚生年金保険に加入したとしていること

から、申立人は、申立期間当時、厚生年金保険に加入していないことを自

ら認識していたことがうかがえる。 

さらに、申立人は、給与から厚生年金保険料等を控除されていたこと及

び厚生年金保険被保険者証をＣ事業所へ提出した時期について、明確に記

憶していない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



富山厚生年金 事案 177 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年２月 12 日から 34 年６月 20 日まで 
 

昭和 28 年、Ａ社の代表取締役社長を務めていた母方の伯父から勧誘さ

れ、同社へ就職した。一時的にＢ社でも営業職として勤務していた期間

はあるものの、35 年にＡ社が解散するまでの期間において、同社で継続

して勤務していたことは間違いないので、厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿（マイクロフィルム）により、申

立人が、昭和 30 年２月 12 日に同社での厚生年金保険の被保険者資格を喪

失していることが確認できるところ、同社は既に閉社しており、連絡が取

れた当時の同僚（４人）は、申立人の勤務状況等を覚えていないと証言し

ていることから、申立人の申立期間における同社での勤務実態について確

認できない。 

また、社会保険庁の記録によると、申立人が主張するとおり、昭和 30

年８月１日にＢ社（現在は、Ｃ社）で厚生年金保険の被保険者資格を取得

し、同年 10 月１日に喪失していることが確認できるところ、同社は、当時、

営業職について、６か月程度の試用期間経過後に厚生年金保険の被保険者

資格を取得させていたと証言していることから、申立期間のうち、同年２

月 12 日から同年８月１日までの期間については、申立人はＢ社において勤

務し、同社及びＡ社のいずれの事業所においても、厚生年金保険の被保険

者資格を取得していなかったものと推認される。 

さらに、申立人がＡ社で一緒に勤務した者として名前を挙げた同僚等（13



人）のうち８人については、同社における厚生年金保険の被保険者記録は

確認できない。 

加えて、申立人は、申立期間において、Ａ社から健康保険証が交付され

ていたこと、及び給与から厚生年金保険料が控除されていたことを明確に

は記憶していないなど、申立内容を裏付ける周辺事情も見当たらない。 

このほか、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されたことを確認で

きる給与明細書、源泉徴収票等も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


